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　経済的な理由等で国民年
金の保険料を納めることが
困難な場合には、申請によ
り保険料の納付が免除され
る「保険料免除制度」があ
ります。

※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲
　内である必要があります。
※平成21年４月～６月分の申請については、前々年（平成19年）
　の所得で審査を行います。
※国民年金保険料の免除にかかる国庫負担割合は、平成２１年度
　分から２分の１へと引き上げられるよう法律案が現在国会に提
　出されています。〈平成21年4月23日現在〉

（注）一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免
　　　除が無効（未納と同じ）となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、
　　　障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくな
　　　る場合がありますのでご注意ください。

　国民年金保険料の免除申請の手続きが簡素化され、全額免除
又は若年者納付猶予の承認を受けられた方が、翌年度以降も引
き続き免除又は猶予の申請を希望される場合は、申請書の提出
が不要になります。

　

こ
れ
ま
で
、
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
や
若
年
者
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎

年
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
の
窓

口
へ
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
し

た
が
、
平
成
18
年
度
以
降
、
全
額

免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予
に
限
り
、

引
き
続
き
申
請
を
希
望
さ
れ
る
場

合
に
は
、
改
め
て
申
請
書
を
提
出

す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
申
請
手

続
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。　
　
　

　

た
だ
し
、
所
得
審
査
の
た
め
、

申
告
等
を
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
失
業
若
し
く
は
震
災
、
風
水
害

又
は
火
災
に
よ
る
損
害
を
受
け
た

こ
と
を
理
由
と
し
た
全
額
免
除
申

請
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
、
若
し

く
は
一
部
納
付
申
請
の
場
合
は
、

毎
年
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

免
除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
と

年
金
は
ど
う
な
る
の
？

○
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
納

付
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

○
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、

10
年
以
内
（
平
成
11
年
６
月
分
は

平
成
21
年
６
月
ま
で
）
で
あ
れ
ば
、

あ
と
か
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

○
追
納
す
る
場
合
は
、
保
険
料
免

除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
と
、

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に

応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

○
な
お
、
平
成
21
年
度
中
に
追
納

す
る
場
合
の
加
算
額
を
加
え
た
追

納
額
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

四
日
市
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　

℡
３
５
３･

５
５
１
５

　

町
民
環
境
課

　
　
　

℡
３
６
６･

７
１
１
５

保険料
免除制度が
あります！

国
民年

金保険料の納付
が
困
難
な
ときは

免
除
申
請
の
手
続
き
が

簡
単
に
な
り
ま
す

毎年の申請が
　　不要！

ポ

イント！

《 免除の承認を受けた年度の保険料を平成２１年度に追納する場合の額 》
※平成18年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます

全額免除
平成11年度の月分� 　　16,190円
平成12年度の月分� 　　15,560円
平成13年度の月分� 　　14,960円
平成14年度の月分� 　　14,390円
平成15年度の月分� 　　14,180円
平成16年度の月分� 　　13,980円
平成17年度の月分� 　　14,010円
平成18年度の月分� 　　14,070円
平成19年度の月分� 　　14,100円
平成20年度の月分� 　　14,410円

―
―
―

7,200円
7,090円
6,990円
7,010円
7,030円
7,050円
7,200円

―
―
―
―
―
―
―

3,510円
3,520円
3,600円

―
―
―
―
―
―
―

10,550円
10,570円
10,810円

４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

障害児福祉手当
特別障害者手当
についてご案内します　　　

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
た
め
、
常
時
特
別
な
介
護

が
必
要
な
在
宅
の
重
度
の
障
が
い
の

あ
る
方
に
対
し
て
、
障
害
児
福
祉
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

手
当
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、
本
人
、

配
偶
者
と
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一

定
額
以
下
で
、
施
設
に
入
所
し
て
い

な
い
方
、
ま
た
は
病
院
等
に
３
か
月

以
上
入
院
し
て
い
な
い
方
（
特
別
障

害
者
手
当
の
み
）
で
す
。

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

対
象
：
20
歳
未
満
の
在
宅
の
重
度
心

身
障
が
い
児
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
等
級
が
１
級
（
２
級
の
一
部
を
含
む
。
）
、

療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介
護
を
要

す
る
程
度
以
上
の
方
が
該
当
し
ま
す
。

手
当
月
額
：
１
４　

３
８
０
円

【
特
別
障
害
者
手
当
】

対
象
：
20
歳
以
上
の
在
宅
の
重
度
障

が
い
者
で
、
精
神
ま
た
は
身
体
の
重

度
障
が
い
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る
状

態
に
あ
る
方
が
該
当
し
ま
す
。

手
当
月
額
：
２
６　

４
４
０
円

※
手
帳
の
等
級
は
あ
く
ま
で
目
安
で
す
。

支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
診
断
書
な
ど

に
よ
り
障
が
い
程
度
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
や
公
的
年
金
受
給
に

よ
る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　定額給付金と子育て応援特別手当の申請
には、期限が定められています。
　申請期限は、10月15日までとなっていま
すので、まだ申請をしていない方はお早め
に申請をしてください。
　申請は、郵送でもできますが、必ず申請
者本人確認書類（免許証や健康保険証のコ
ピー）と、振り込みを希望する金融機関通
帳のコピーを添付してください。外国人の
方は、外国人登録証明書のコピーが必要です。

問い合わせ先　福祉課　℡３６６・７１１６

　

みな
さん

　総務省や市区町村などが、給付のため
の手数料を求めたり、ＡＴＭ（現金自動
預払機）の操作をお願いしたりすることは、
絶対にありません。
　給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個
人情報の詐欺｣などにご注意ください。

定額給付金詐欺にご注意！

国民年金

　　　　☆☆全額免除となる所得の「めやす」☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

　　　（扶養親族等の数＋１）×３５万円＋２２万円

※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※平成21年４月～６月分の申請については、前々年（平成19年）の所得で審査を行います。

●全額免除制度
　　保険料の全額（14,660円）が免除

●一部納付（一部免除）制度　保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、
年金額が１／３として計算されます。

　　　　　　　☆☆一部納付となる所得の「めやす」☆☆
　　　　前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○４分の１納付　→　　７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

○半額納付　　　→　１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

○４分の３納付　→　１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

一部納付は３種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付（�   ３,６７０円）→　年金額１／２（国庫負担引上以降５／８）

・半額納付　  （�   ７,３３０円）→　年金額２／３（国庫負担引上以降６／８）

・4分の3納付（１１,０００円）→　年金額５／６（国庫負担引上以降７／８）

，，
問
い
合
わ
せ
先

　

四
日
市
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　

℡
３
５
３･

５
５
１
５

　

町
民
環
境
課

　
　
　

℡
３
６
６･

７
１
１
５

定額給付金と
子育て応援特別手当の
申請はお済ですか？

問い合わせ先　福祉課　
　定額給付金・子育て応援特別手当係
　　　　　　　　℡３６１・１３０３


